
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度（平成２７年改正） 
入所児童の属する 

世帯の階層区分 
保育料額（月額） 

階層区分 定義 

３歳未満児 ３歳以上児 

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 

第１階層 
生活保護法に 

よる被保護世帯 

円      

      

０ 

 円 

     

０ 

円      

      

０ 

 円 

     

０ 

第２階層 
市町村民税 

非課税世帯 
９,０００ ８,５００ ６,０００ ５,７００ 

第３階層 
所得割課税額 

48,600円未満 
１９,５００ １８,５００ １６,５００ １５,６００ 

第４階層 
所得割課税額 

97,000円未満 
３０,０００ ２８,５００ ２７,０００ ２５,６００ 

第５階層 
所得割課税額 

169,000円未満 
３９,０００ ３７,０００ ３５,０００ ３３,２００ 

第６階層 
所得割課税額 

301,000円未満 
４４,０００ ４１,８００ ３９,０００ ３７,０００ 

第７階層 
所得割課税額 

397,000円未満 
４７,０００ ４４,６００ ４２,０００ ３９,９００ 

第８階層 
所得割課税額 

397,000円以上 
５０,０００ ４７,５００ ４５,０００ ４２,７００ 

☆ 第３子以降保育料軽減・・・ 保育料無料（町単独事業） 

☆ 多子軽減・・・・・・・・・ 同一世帯から二人以上の児童が入所した場合は、徴収

基準額が異なります。 

・１人目：基準保育料、 

・２人目：基準保育料の１／２ 

・３人目：無料 

             

 

詳しくは役場健康福祉課福祉係（２－１８２３）までお問い合わせ下さい。 

海士町の保育の実施概況 


